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保存、活用、整備を将来にわたって継続して行っていく必要があることから、本計画に基づいて実施する事

業の定期的な点検と、本計画で掲げられた目標の達成状況を検証する。社会情勢の変化により目標と事業の推

進状況に齟齬が発生した場合や、点検で新たな課題等が発見された場合は計画を修正する。

第 12 章　経過観察

第１節　方向性

本計画に基づいた事業を円滑に進めるため、推進状況と課題を明らかにする必要がある。第７～10章で示

した本史跡の保存、活用、整備、運営・体制の実施について定期的に経過観察を行う。

経過観察は表13の自己点検表を活用する。自己点検については、管理団体である本市が主体となって各年

度末に実施し、新たに課題や問題点が確認された場合は本計画の見直し時に計画に反映させる。経過観察に当

たっては、ＰＤＣＡサイクルを導入し、計画・実行・評価・改善を繰り返して行うことで、継続的に事業の管

理を行う。

点検表に関しては、平成27（2015）年３月に文化庁文化財部記念物課が発行した『史跡等・重要文化的景観

マネジメント支援事業報告書』p.68～69掲載の自己点検表を参考にする。

第２節　方法

表 13　自己点検表（例）
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図 28　経過観察ＰＤＣＡサイクル図
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